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第 １８ 号 

令和６年１２月２０日 

海蔵地区市民センター 

ＴＥＬ ３３１－３２８４ 

ＦＡＸ ３３０－０２２２ 

かいぞう地区 検索 

回 覧 

                                           

 

 

 

１月主な行事予定 

紙芝居・絵本の読み聞かせ 

８日(水)13：30～14：30 

 
開催時間 10：00～11：30 

１６日、２３日各木曜日 

２・３歳児１４日、２１日各火曜日 

・海蔵地区くすの木サロン 

毎週火曜日 10：00～ 

・野田公会所 １７日(金)13：30～ 

２２日（水）阿倉川町         10:00～10:40 ピアゴ北側駐車場 

２２日（水）東阿倉川町１区      10:50～11:20 公文式あくら川教室前 

２４日（金）みゆきヶ丘二丁目   13:30～14:10 自治会管理駐車場 

３０日（木）海蔵地区市民センター 10:00～10:30 センター駐車場 

 

 

 

 

地区市民センターの休みは１２月２８日(土)～１月５日(日)です 

★日 時  １月２０日（月）１０：００～１１：００ 

★開催場所  ＹＭＣＡ在宅介護サービスセンター 

★内   容  お薬について 

★対   象  おおむね６５歳以上の方 

★持 ち 物  筆記用具、タオル、マスク、飲み物など各自必要なもの 

★申 込 み  当日、直接会場へお越しください 

      ※自由参加ですので、軽い体操ができる服装でお気軽にお越しください。 

※座談会はありません。 

参加費：無料 

申込み：不要 

【問合せ先】 海蔵在宅介護支援センター ＴＥＬ  ３３３－９８３７ 

★戸籍についての届け出(出生、婚姻、死亡等)の受付と埋火葬許可証の交付は、市役所 

(諏訪町１-５)地下１階宿直室で受付等いたします。  ＴＥＬ ３５４－８２６２ 

★水道や下水道の故障や事故の復旧などは、上下水道局夜間休日窓口へご連絡ください。                 

ＴＥＬ ３５１－１２１１ 
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１１月３０日（日）は薄曇りから晴れ間となり、少し肌寒い日での開催となりました。参

加数は１６９名で１才から８３才の皆さんが、健康コースと健脚コースの２コースに分かれ

てファミリーやお友達で参加いただきました。コース内にはフォトスポットやクイズポイン

トもあり、コースを散策して季節や街並みの移ろいを楽しんでいただきました。 

 

山手中学校生徒さんのボランティア参加を含めご協力いただいた５３名のスタッフの皆様、

コース沿線の皆様、大変お世話になりありがとうございました。 

今後も様々なイベントを開催しますのでご参加ください。 

 主催：海蔵地区社会福祉協議会 健康推進部 

■募集内容 地域マネージャー［会計年度任用職員（フルタイム）］ 

■募集人数 ９人（中部は２名、その他地区は１名） 

■職務内容 地区市民センターにおける地域社会づくりに関する業務 

■任 期 令和７年４月１日から令和８年３月３１日（年度更新 最長５年） 

■勤 務 地 各地区市民センター（中部、常磐、小山田、川島、県、水沢、海蔵、橋北） 

■主な受験資格 次の要件を全て満たす人 

①昭和３５年４月２日以降に生まれた人 

②これまでに地域活動に取り組んだ経験がある人 

③地域社会づくりに深い認識と理解を持ち、自ら積極的に取り組む意欲がある人 

④民間企業等で職務経験がある人。ただし、公務員（正規任用職員）は任用開始日におい

て、退職後３年以上経過していること 

  ⑤夜間、休日の会議、行事等への参加が可能な人 

  ⑥地方公務員法第１６条に定める欠格条項に該当しない人 

  ⑦外国籍の場合、永住者または特別永住者の在留資格を有する人 

  ⑧四日市市に在住する人 

■募集期間 令和７年１月６日（月）～１月２３日（木）（必着） 

■応募方法 市民生活課、各地区市民センターにある募集要項の所定の用紙に必要書類を添

え、市役所５階市民生活課へ郵送または直接お持ちください。持参の場合は、月

曜日から金曜日（祝日を除く）の８：３０から１７：１５までにお願いします。        

【問合せ先】 市民生活課 ＴＥＬ ３５４－８１４６ 
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お持ちのマイナンバーカードに搭載されている電子証明書は、有効期限が５年となっています。マ

イナンバーカードの有効期限を超えない範囲で、電子証明書の有効期限の３か月前から更新手続きが

可能ですので、マイナンバーカードサービスセンターまたは地区市民センター窓口にて更新手続きを

おこなってください。なお、令和６年１０月より電子証明書の更新手続きの予約が可能になりました。

予約方法は下記のとおりです。（２営業日前まで受付可能） 

有効期限の 3か月ほど前に郵送にてお知らせが届きます！ 

〇電話での予約 

マイナンバーカードコールセンター 

  ＴＥＬ：０１２０－０００－３９６   受付日時：平日８：３０～１７：１５ 

〇インターネットでの予約 

ＵＲＬ：https://x.gd/BRzwpR 

四日市市ＨＰ＞＞市民の方へ＞＞マイナンバー、マイナポータルなど＞＞手続き 

＞＞マイナンバーカード・電子証明書の更新について 

⑴メールアドレスを入力して、本人確認のメールを受信します 

⑵メールアドレスに届いたアドレス（URL）を開きます 

⑶Web サイトから空いている窓口の時間帯を選んで予約します 

〇予約なしでお越しの場合 

・予約なしでも受け付けておりますが、来庁された順にご案内いたします。なおご案内は予約の方

が優先となりますので、お待ちいただく場合がございます。 

・手続きには時間がかかりますので、窓口終了の３０分程度前には窓口にお越しください。 

・各地区市民センターおよび市民窓口サービスセンターへお越しの方は、専用端末が１台しかあり

ませんので、必ず事前にお電話にて空き状況を確認してからお越しください。 

【問合せ先】 市民課マイナンバーカードサービスセンター 

        〔市役所北館５階（諏訪町１－５市役所北隣）〕 

          ＴＥＬ ３４０－８３７１ ＦＡＸ ３４０－８３７２ 

 

■対  象：次の条件をすべて満たす人 

（１）令和５年４月１日以降に結婚した夫婦 

    ※婚姻届出日から６か月以内に申請する必要がありますので、ご注意ください。 

（２）婚姻届提出日時点で、夫婦ともに３９歳以下で、いずれもこの結婚祝金の交付を受けて 

いない方 

（３）結婚祝金の交付を申請する時点で、夫婦が本市に居住し住民登録がある方 

（４）結婚祝金の交付決定日から２年以上、夫婦が本市に定住する意思がある方 

（５）夫婦ともに税金を完納している方 

■交 付 額：１夫婦あたり１０万円 

■申  請：次の書類を直接、または郵送で、〒510-8601 こども未来課（総合会館３階）へ 

（１）結婚祝金交付申請書 

（２）夫婦の戸籍謄本（夫婦ともに外国籍の方は婚姻届の受理証明書） 

（３）住民票（世帯全員、または夫婦） 

（４）夫婦それぞれの完納証明書（四日市市が発行するもの） 

※完納証明書は市役所２階市民税課で取得してください。各地区市民センター、市民 

窓口サービスセンターでは取得できませんので、ご注意ください。 

■申請期間：婚姻届出日から６か月以内 

■そ の 他：結婚祝金交付申請書は、こども未来課のほか、市民課、市民窓口サービス 

センター、各地区市民センター（中部を除く）でお渡ししています。 

市ホームページからも入手できます。 

【問合せ先】 こども未来課 ＴＥＬ ３５４－８０３８ 

 

二次元コード 

市ホームページ 

「四日市市結婚祝金給付制度のご案内」 

https://x.gd/BRzwpR
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四日市市ファミリー･サポート・センターからのお知らせ 

子育てを地域で支えあう 

 ファミリー・サポート・センターは、子育てを地域

で支えあう会員組織です。 

あなたの力を子育て支援に活かしてみませんか？

受講開始から 1年以内に受講を完了すれば、援助会員

として登録できます。１講座からでも受講できます。 

 

場   所：三浜文化会館（海山道町一丁目１５３２－１） 
申 込 方 法：電話にて１月１８日(土)までにお申し込みください。 
テキスト代：２,５００円 
そ  の  他：託児あり（無料）※事前にお申し込みください。 
【申込み･問合せ先】 四日市市ファミリー・サポート・センター ＴＥＬ ３２３－００２３ 

（ＮＰＯ法人体験ひろば☆こどもスペース四日市内） 
 

日  時 内  容 

1/25(土) 9:50～15:45 

相互援助活動の趣旨と四日市市の子育て支援 

基礎講座「子どもの権利」 

子どもの心に寄り添う 

1/26(日) 10:00～15:45 
子どもの病気 

子どもの栄養と食生活 

2/1(土) 10:00～15:15 
子どものあそび 

子どもの安全と事故・救急法 

2/2(日) 10:00～15:45 
子どもの心と身体の発達 

小児看護 

2/8(土) 10:00～15:15 

発達障害について～その子どもとの接し方～ 

援助活動を円滑に進めるために 

講習のまとめ 

 

◆コンビニ交付サービスの一時停止について 

メンテナンス作業のため、下記のとおりコンビニ交付サービス業務を停止します。ご迷惑
をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。 
 

■一時停止日時   １月１５日（水）終日 

■停止するサービス すべての証明書に関するサービス 

 
【問合せ先】市民課 ＴＥＬ ３５４－８１５２ ＦＡＸ ３５９－０２８２ 


